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(57)【要約】
【課題】　プレゼンテーションを中断することなく、同
一の装置からの操作情報に応じて種々の制御を行うこと
が可能なプロジェクター等を提供すること。
【解決手段】　操作情報を入力する操作情報入力部１１
０と、前記操作情報に基づき、指示位置を示す指示位置
情報を生成する指示位置情報生成部１２０と、前記指示
位置情報に基づき、前記操作情報がジェスチャーを示す
ものであるかどうかを判定するジェスチャー判定部１３
０と、前記操作情報がジェスチャーを示すものである場
合、当該ジェスチャーに応じた制御を行う制御部１７０
と、前記操作情報がジェスチャーを示すものでない場合
、前記指示位置情報に基づき、前記指示位置を示す画像
を生成する画像生成部１６０と、前記指示位置を示す画
像を投写する投写部１９０を含んで構成される。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作情報を入力する操作情報入力部と、
　前記操作情報に基づき、指示位置を示す指示位置情報を生成する指示位置情報生成部と
、
　前記指示位置情報に基づき、前記操作情報がジェスチャーを示すものであるかどうかを
判定するジェスチャー判定部と、
　前記操作情報がジェスチャーを示すものである場合、当該ジェスチャーに応じた制御を
行う制御部と、
　前記操作情報がジェスチャーを示すものでない場合、前記指示位置情報に基づき、前記
指示位置を示す画像を生成する画像生成部と、
　前記指示位置を示す画像を投写する投写部と、
　を含む、
　プロジェクター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクターにおいて、
　前記制御部は、前記制御として、画像の拡大または縮小を行う場合、前記操作情報で示
される移動量および指示時間の少なくとも一方に基づき、前記画像の拡大率または縮小率
を決定する、
　プロジェクター。
【請求項３】
　請求項１、２のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記画像生成部は、前記指示位置を示す画像として、前記操作情報に応じてカーソル画
像を移動させる画像を生成する、
　プロジェクター。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記画像生成部は、前記指示位置を示す画像として、前記操作情報に応じて前記指示位
置の軌跡を示す画像を生成する、
　プロジェクター。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記操作情報入力部は、タブレットまたはマウスから前記操作情報を入力する、
　プロジェクター。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記操作情報入力部は、タブレットから前記操作情報を入力し、
　前記ジェスチャー判定部は、前記タブレットのジェスチャー領域で操作が行われた場合
に前記操作情報が画像の拡大、縮小、回転または選択のジェスチャーを示すものであるか
どうかを判定する、
　プロジェクター。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記操作情報入力部は、マウスから前記操作情報を入力し、
　前記ジェスチャー判定部は、前記画像のジェスチャー領域で操作が行われた場合に前記
操作情報が画像の拡大、縮小、回転または選択のジェスチャーを示すものであるかどうか
を判定する、
　プロジェクター。
【請求項８】
　プロジェクターの有するコンピューターを、
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　前記操作情報に基づき、指示位置を示す指示位置情報を生成する指示位置情報生成部と
、
　前記指示位置情報に基づき、前記操作情報がジェスチャーを示すものであるかどうかを
判定するジェスチャー判定部と、
　前記操作情報がジェスチャーを示すものである場合、当該ジェスチャーに応じた制御を
行う制御部と、
　前記操作情報がジェスチャーを示すものでない場合、前記指示位置情報に基づき、前記
指示位置を示す画像を生成する画像生成部として機能させる、
　プログラム。
【請求項９】
　プロジェクターの有するコンピューターにより読み取り可能なプログラムを記憶した情
報記憶媒体であって、
　請求項８に記載のプログラムを記憶した情報記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクター、プログラムおよび情報記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーは、プロジェクターを用いて画像を投写している状況で画像の拡大等を行うた
めには、リモコン（リモートコントローラー）を用いたボタン操作によってＯＳＤ(On Sc
reen Display)画像を投写し、拡大したい位置や拡大率等をＯＳＤ画像のメニューで選択
しなければならなかった。しかし、プロジェクターの場合、１つの画像を多数の聴衆が観
察しており、このような状況でプレゼンテーション画像とは異なるＯＳＤ画像を投写する
ことは、情報の視認性を低下させる上、プレゼンテーションを中断することになるため、
好ましくない。
【０００３】
　また、例えば、特開２００８－１５４０２号公報では、携帯電話またはＰＣ(Personal 
Computer)とプロジェクターを用いた投写システムで、投写されている画像の拡大または
縮小を行うためにプロジェクターの操作部やリモコンを用いることが記載されている。
【特許文献１】特開２００８－１５４０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ＰＣや携帯電話を操作している状況で画像の拡大等を行うためには、ユーザー
は、ＰＣに接続されたマウスや携帯電話とリモコンを持ち替えて操作する必要があり、操
作が煩雑となる。
【０００５】
　本発明の目的は、プレゼンテーションを中断することなく、同一の装置からの操作情報
に応じて種々の制御を行うことが可能なプロジェクター、プログラムおよび情報記憶媒体
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係るプロジェクターは、操作情報を入力する操作情
報入力部と、前記操作情報に基づき、指示位置を示す指示位置情報を生成する指示位置情
報生成部と、前記指示位置情報に基づき、前記操作情報がジェスチャーを示すものである
かどうかを判定するジェスチャー判定部と、前記操作情報がジェスチャーを示すものであ
る場合、当該ジェスチャーに応じた制御を行う制御部と、前記操作情報がジェスチャーを
示すものでない場合、前記指示位置情報に基づき、前記指示位置を示す画像を生成する画
像生成部と、前記指示位置を示す画像を投写する投写部と、を含むことを特徴とする。
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【０００７】
　また、本発明に係るプログラムは、プロジェクターの有するコンピューターを、前記操
作情報に基づき、指示位置を示す指示位置情報を生成する指示位置情報生成部と、前記指
示位置情報に基づき、前記操作情報がジェスチャーを示すものであるかどうかを判定する
ジェスチャー判定部と、前記操作情報がジェスチャーを示すものである場合、当該ジェス
チャーに応じた制御を行う制御部と、前記操作情報がジェスチャーを示すものでない場合
、前記指示位置情報に基づき、前記指示位置を示す画像を生成する画像生成部として機能
させることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、プロジェクターの有するコンピューターにより読
み取り可能なプログラムを記憶した情報記憶媒体であって、上記プログラムを記憶したこ
とを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、プロジェクターは、操作情報に応じて指示位置を示す画像を生成する
ことができる上、当該操作情報がジェスチャーを示すものである場合に当該ジェスチャー
に応じた制御を行うことができるため、プレゼンテーションを中断することなく、同一の
装置からの操作情報に応じて種々の制御を行うことができる。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記制御として、画像の拡大または縮小を行う場合、前記操作情
報で示される移動量および指示時間の少なくとも一方に基づき、前記画像の拡大率または
縮小率を決定してもよい。
【００１１】
　これによれば、プロジェクターは、操作情報で示される移動量等に応じて画像の拡大率
等を決定することにより、ユーザーは、より柔軟に画像の拡大等を行うことができる。
【００１２】
　また、前記画像生成部は、前記指示位置を示す画像として、前記操作情報に応じてカー
ソル画像を移動させる画像を生成してもよい。
【００１３】
　これによれば、プロジェクターは、ジェスチャーを判定しつつ、カーソル画像を移動さ
せる画像を生成することができる。
【００１４】
　また、前記画像生成部は、前記指示位置を示す画像として、前記操作情報に応じて前記
指示位置の軌跡を示す画像を生成してもよい。
【００１５】
　これによれば、プロジェクターは、ジェスチャーを判定しつつ、指示位置の軌跡を示す
画像を生成することができる。
【００１６】
　また、前記操作情報入力部は、タブレットまたはマウスから前記操作情報を入力しても
よい。
【００１７】
　これによれば、ユーザーは、タブレットまたはマウスを用いて軌跡の描画だけでなく、
種々の制御も行うことができる。
【００１８】
　また、前記操作情報入力部は、タブレットから前記操作情報を入力し、前記ジェスチャ
ー判定部は、前記タブレットのジェスチャー領域で操作が行われた場合に前記操作情報が
画像の拡大、縮小、回転または選択のジェスチャーを示すものであるかどうかを判定して
もよい。
【００１９】
　これによれば、プロジェクターは、タブレットの領域に応じてジェスチャーを判定する
ことができるため、より正確にジェスチャーの判定を行うことができる。
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【００２０】
　また、前記操作情報入力部は、マウスから前記操作情報を入力し、前記ジェスチャー判
定部は、前記画像のジェスチャー領域で操作が行われた場合に前記操作情報が画像の拡大
、縮小、回転または選択のジェスチャーを示すものであるかどうかを判定してもよい。
【００２１】
　これによれば、プロジェクターは、画像における操作位置に応じてジェスチャーを判定
することができるため、より正確にジェスチャーの判定を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明をプロジェクターに適用した実施例について、図面を参照しつつ説明する
。なお、以下に示す実施例は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を何ら限定するも
のではない。また、以下の実施例に示す構成のすべてが、特許請求の範囲に記載された発
明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２３】
　（第１の実施例）
　図１は、第１の実施例における投写状況を示す図である。プロジェクター１００は、Ｐ
Ｃ５０と無線で接続されており、ペンタブレット３０とＵＳＢケーブル４０で接続されて
いる。プロジェクター１００は、ＰＣ５０からの画像情報に基づき、スクリーン１０に画
像２０を投写する。
【００２４】
　ユーザーは、ペンタブレット３０を用いて画像２０の回転、拡大、縮小やプロジェクタ
ー１００の電源オフといった種々の制御を行う。
【００２５】
　次に、このような機能を有するプロジェクター１００の機能ブロックについて説明する
。図２は、第１の実施例におけるプロジェクター１００の機能ブロック図である。
【００２６】
　プロジェクター１００は、操作情報を入力する操作情報入力部１１０と、操作情報に基
づき、指示位置を示す指示位置情報を生成する指示位置情報生成部１２０と、指示位置情
報に基づき、操作情報がジェスチャーを示すものであるかどうかを判定するジェスチャー
判定部１３０と、画像データ１４２、ジェスチャー判定データ１４４等を記憶する記憶部
１４０を含んで構成されている。
【００２７】
　なお、ジェスチャー判定データ１４４の項目としては、例えば、操作情報の生成元の装
置種別を示す「種別」、ジェスチャーの操作内容および操作領域を示す「ジェスチャー内
容」、当該ジェスチャーによる制御内容を示す「制御内容」等が該当する。
【００２８】
　また、プロジェクター１００は、ＰＣ５０等から画像情報を入力する画像情報入力部１
５０と、操作情報がジェスチャーを示すものである場合、当該ジェスチャーに応じた制御
を行う制御部１７０と、操作情報がジェスチャーを示すものでない場合、指示位置情報に
基づき、指示位置を示す画像２０を生成する画像生成部１６０と、画像２０を投写する投
写部１９０を含んで構成されている。
【００２９】
　なお、プロジェクター１００は、これらの各部の機能を、以下のハードウェアを用いて
実装してもよい。例えば、プロジェクター１００は、操作情報入力部１１０はＵＳＢイン
ターフェイス等、指示位置情報生成部１２０、ジェスチャー判定部１３０、制御部１７０
はＣＰＵ等、記憶部１４０はＲＡＭ等、画像情報入力部１５０は無線ＬＡＮユニット等、
画像生成部１６０は画像処理回路等、投写部１９０はランプ、液晶パネル、液晶駆動回路
、レンズ等を用いて実装してもよい。
【００３０】
　また、プロジェクター１００は、ジェスチャー判定部１３０等の機能を情報記憶媒体２
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００に記憶されたプログラムを読み取って実装してもよい。このような情報記憶媒体２０
０としては、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ等を適用
できる。
【００３１】
　次に、プロジェクター１００による画像２０の投写手順について説明する。図３は、第
１の実施例における投写手順を示すフローチャートである。
【００３２】
　画像情報入力部１５０は、無線通信によってＰＣ５０から画像情報（例えば、ＲＧＢ信
号等）を入力する（ステップＳ１）。操作情報入力部１１０は、ＵＳＢケーブル４０を介
してペンタブレット３０から操作情報（例えば、ペンダウンイベントの発生、ペンアップ
イベントの発生、ペンダウン状態、操作位置等を示す情報）を入力する（ステップＳ２）
。
【００３３】
　例えば、ユーザーが、ペンタブレット３０にペン先を押しつけた際の操作情報は、ペン
ダウンイベントが発生したこと、ペンタブレット３０における押圧位置等を示す情報にな
る。また、例えば、ユーザーが、ペンタブレット３０にペン先を押しつけたままペン先を
移動させた際の操作情報は、ペンダウン状態であること、ペンタブレット３０における押
圧位置等を示す情報になる。また、例えば、ユーザーが、ペンタブレット３０からペン先
を離した際の操作情報は、ペンアップイベントが発生したこと、ペンアップ直前の押圧位
置等を示す情報になる。
【００３４】
　指示位置情報生成部１２０は、操作情報に基づき、指示位置情報を生成する（ステップ
Ｓ３）。なお、指示位置情報は、例えば、装置種別がペンタブレットであること、イベン
ト、ペンタブレットにおける押圧位置等を示す情報になる。例えば、ペンタブレットにペ
ン先を押しつけた際の指示位置情報は、装置種別がペンタブレットであること、ペンダウ
ンイベントが発生したこと、ペンタブレットにおける押圧位置（機種に応じて共通座標に
座標変換したもの）等を示す情報になる。
【００３５】
　ジェスチャー判定部１３０は、指示位置情報と、ジェスチャー判定データ１４４に基づ
き、操作情報がジェスチャーを示すものであるかどうかを判定する（ステップＳ４）。例
えば、ジェスチャー判定部１３０は、指示位置情報で示される装置種別と一致する「種別
」をジェスチャー判定データ１４４から検索し、指示位置情報で示される操作内容と一致
する「ジェスチャー内容」を当該種別が該当するジェスチャー判定データ１４４から検索
する。
【００３６】
　図４（Ａ）は、第１の実施例における右回転時の操作例を示す図であり、図４（Ｂ）は
、第１の実施例における右回転時のＯＳＤ画像３４０を示す図であり、図４（Ｃ）は、第
１の実施例における右回転時の変化後の画像３０１を示す図である。
【００３７】
　本実施例では、ペンタブレット３０は、枠３８の内側にある描画可能領域内に、軌跡を
描くための非ジェスチャー領域３４を有するとともに、非ジェスチャー領域３４を囲む形
でジェスチャー領域３６を有している。
【００３８】
　図４（Ａ）に示すように、ユーザーが上側のジェスチャー領域３６でペンを左から右に
移動させる操作を行った場合、ジェスチャー判定部１３０は、画像２０におけるソース画
像３２０を右に９０度回転させる右回転ジェスチャーであると判定する。
【００３９】
　右回転ジェスチャーである場合、制御部１７０は、画像生成部１６０にソース画像３２
０（ＰＣ５０等からの画像情報に基づく画像）を右に９０度回転させる制御を行う。画像
生成部１６０は、当該制御に応じて中央に右回転を示すＯＳＤ画像３４０を含み、かつ、
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ソース画像３２０を含む画像３００を一旦生成した後、ソース画像３２０を右に９０度回
転させたソース画像３２１を含む画像３０１を生成する。
【００４０】
　図５（Ａ）は、第１の実施例における拡大時の操作例を示す図であり、図５（Ｂ）は、
第１の実施例における拡大時のＯＳＤ画像３４１を示す図であり、図５（Ｃ）は、第１の
実施例における拡大時の変化後の画像３０３を示す図である。
【００４１】
　図５（Ａ）に示すように、ユーザーが右側のジェスチャー領域３６でペンを下から上に
移動させる操作を行った場合、ジェスチャー判定部１３０は、画像２０におけるソース画
像３２０を拡大させる拡大ジェスチャーであると判定する。
【００４２】
　拡大ジェスチャーである場合、制御部１７０は、画像生成部１６０にソース画像３２０
を拡大させる制御を行う。画像生成部１６０は、当該制御に応じて中央に拡大を示すＯＳ
Ｄ画像３４１を含み、かつ、ソース画像３２０を含む画像３０２を一旦生成した後、ソー
ス画像３２０を拡大したソース画像３２２を含む画像３０３を生成する。
【００４３】
　図６（Ａ）は、第１の実施例における縮小時の操作例を示す図であり、図６（Ｂ）は、
第１の実施例における縮小時のＯＳＤ画像３４２を示す図であり、図６（Ｃ）は、第１の
実施例における縮小時の変化後の画像３０５を示す図である。
【００４４】
　図６（Ａ）に示すように、ユーザーが右側のジェスチャー領域３６でペンを上から下に
移動させる操作を行った場合、ジェスチャー判定部１３０は、画像２０におけるソース画
像３２０を縮小させる縮小ジェスチャーであると判定する。
【００４５】
　縮小ジェスチャーである場合、制御部１７０は、画像生成部１６０にソース画像３２０
を縮小させる制御を行う。画像生成部１６０は、当該制御に応じて中央に縮小を示すＯＳ
Ｄ画像３４２を含み、かつ、ソース画像３２０を含む画像３０４を一旦生成した後、ソー
ス画像３２０を縮小したソース画像３２３を含む画像３０５を生成する。
【００４６】
　一方、ジェスチャー判定部１３０によってジェスチャーではないと判定された場合、画
像生成部１６０は、画像情報入力部１５０からの画像情報と、指示位置情報に基づき、操
作情報に応じて指示位置の軌跡を示す画像２０を生成する（ステップＳ６）。
【００４７】
　投写部１９０は、画像２０、３００～３０５を投写する（ステップＳ７）。プロジェク
ター１００は、終了指示等によって一連の処理（ステップＳ１～Ｓ８）を終了すべきかど
うかを判定し（ステップＳ８）、終了すべき場合は一連の処理を終了し、終了すべきでな
い場合は一連の処理を続行する。
【００４８】
　以上のように、本実施例によれば、プロジェクター１００は、操作情報に応じて指示位
置の軌跡を示す画像２０を生成することができる上、当該操作情報がジェスチャーを示す
ものである場合に当該ジェスチャーに応じた制御を行うことができるため、プレゼンテー
ションを中断することなく、同一の装置（ペンタブレット３０）からの操作情報に応じて
種々の制御を行うことができる。
【００４９】
　また、本実施例によれば、プロジェクター１００は、ペンタブレット３０の領域に応じ
てジェスチャーを判定することができるため、より正確にジェスチャーの判定を行うこと
ができる。
【００５０】
　また、本実施例によれば、プロジェクター１００は、画像データ１４２、ジェスチャー
判定データ１４４を用いることにより、種々のジェスチャーに対応することができるとと
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もに、これらのデータを更新することにより、仕様の拡張、変更等にも柔軟に対応するこ
とができる。
【００５１】
　また、本実施例によれば、ユーザーは、ペンタブレット３０を用いて軌跡の描画だけで
なく、種々の制御も行うことができる。すなわち、ユーザーは、制御を行う場合にＯＳＤ
画像の表示操作を行ったり、リモコン等を用いた操作を行ったりすることなく、同一の装
置（ペンタブレット３０）のみを用いて軌跡の描画や種々の制御を行うことができる。
【００５２】
　（第２の実施例）
　第１の実施例では、プロジェクター１００は、ペンタブレット３０からの操作情報を用
いたが、マウスからの操作情報を用いてもよい。
【００５３】
　図７は、第２の実施例における投写状況を示す図である。プロジェクター１００には、
ＵＳＢケーブル４１を介してマウス３２が接続されている。また、図８（Ａ）は、第２の
実施例における右回転時の操作例を示す図であり、図８（Ｂ）は、第２の実施例における
右回転時のＯＳＤ画像３４０を示す図であり、図８（Ｃ）は、第２の実施例における右回
転時の変化後の画像４０２を示す図である。
【００５４】
　マウス３２の場合の操作情報は、例えば、クリックイベントの発生、ドラッグ解除イベ
ントの発生、ドラッグ状態、操作位置等を示す情報である。また、指示位置情報は、例え
ば、装置種別がマウスであること、イベント、相対的な移動方向および移動量等を示す情
報になる。
【００５５】
　ジェスチャー判定部１３０は、画像４００における現在のカーソル位置（指示位置）を
把握している。図８（Ａ）に示すように、現在のカーソル位置が非ジェスチャー領域４１
０ではなく、ジェスチャー領域４２０内の上側の位置にあり、指示位置情報が右に所定量
以上移動したことを示す場合、ジェスチャー判定部１３０は、右回転ジェスチャーである
と判定する。
【００５６】
　右回転ジェスチャーである場合、制御部１７０は、画像生成部１６０にソース画像３２
０を右に９０度回転させる制御を行う。画像生成部１６０は、当該制御に応じて中央に右
回転を示すＯＳＤ画像３４０を含み、かつ、ソース画像３２０を含む画像３００を一旦生
成した後、ソース画像３２０を右に９０度回転させたソース画像３２１を含む画像３０１
を生成する。
【００５７】
　なお、画像生成部１６０は、ジェスチャーではない場合は指示位置の軌跡を示す画像２
０を生成する。また、画像生成部１６０は、ジェスチャーの場合であっても、ジェスチャ
ーの操作が完了する前の指示位置の軌跡を示す画像２０を生成してもよい。
【００５８】
　以上のように、プロジェクター１００は、マウス３２から操作情報を入力する場合であ
っても、ペンタブレット３０から操作情報を入力する場合と同様の作用効果を奏する。
【００５９】
　（その他の実施例）
　なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば
、制御部１７０は、上述した制御として、画像の拡大または縮小を行う場合、操作情報で
示される移動量および指示時間の少なくとも一方に基づき、画像の拡大率または縮小率を
決定してもよい。例えば、制御部１７０は、移動量が大きいほど拡大率や縮小率を大きく
したり、ペンタブレット３０のペンダウン継続時間（指示時間）、マウス３２のドラッグ
継続時間（指示時間）が長いほど拡大率や縮小率を大きくしたりしてもよい。
【００６０】
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　これによれば、プロジェクター１００は、操作情報で示される移動量等に応じて画像の
拡大率等を決定することにより、ユーザーは、より柔軟に画像の拡大等を行うことができ
る。
【００６１】
　また、画像生成部１６０は、指示位置を示す画像として、操作情報に応じてカーソル画
像を移動させる画像を生成してもよい。これによれば、プロジェクター１００は、ジェス
チャーを判定しつつ、カーソル画像を移動させる画像を生成することができる。
【００６２】
　また、ペンタブレット３０等での操作結果は、画像の拡大、画像の縮小、画像の回転、
指示位置を示す画像の生成には限定されず、例えば、画像の装飾（ハイライト表示等）、
次の画像の表示、前の画像の表示、データの保存、データの読み取り、画像情報の供給装
置の変更（いわゆるソース切替）等であってもよい。ユーザーは、これらの操作を行う場
合であっても、ペンタブレット３０またはマウス３２だけを操作すればよいため、中断す
ることなくプレゼンテーションを行うことができる。
【００６３】
　例えば、データの保存を行うジェスチャーはＳを逆順（下から上の書き順）に書く操作
、データの読み取りを行うジェスチャーはＬを逆順（右から左に移動した後に上に移動す
る書き順）に書く操作、ソース切替を行うジェスチャーは、Ｖを逆順に書く操作（ビデオ
画像情報に切り替え）、Ｐを逆順に書く操作（ＰＣ５０からの画像情報に切り替え）、Ｍ
を逆順に書く操作（メモリカードからの画像情報に切り替え）等であってもよい。
【００６４】
　また、操作情報の生成装置は、ペンタブレット３０、マウス３２には限定されず、例え
ば、液晶ペンタブレット、タッチパッド、トラックボール等でもよい。また、操作情報の
生成装置が１種類である場合、上述した種別の通知、共通座標への変換等は行われなくて
もよい。また、操作情報入力部１１０および指示位置情報生成部１２０は一体化されても
よく、例えば、指示位置情報生成部がペンタブレット３０等から操作情報を入力して指示
位置情報を生成してもよい。
【００６５】
　また、プロジェクター１００は、液晶プロジェクター（透過型、ＬＣＯＳ等の反射型）
には限定されず、例えば、ＤＭＤ(Digital Micromirror Device)を用いたプロジェクター
等であってもよい。なお、ＤＭＤは米国テキサス・インスツルメンツ社の商標である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】第１の実施例における投写状況を示す図である。
【図２】第１の実施例におけるプロジェクターの機能ブロック図である。
【図３】第１の実施例における投写手順を示すフローチャートである。
【図４】図４（Ａ）は、第１の実施例における右回転時の操作例を示す図であり、図４（
Ｂ）は、第１の実施例における右回転時のＯＳＤ画像を示す図であり、図４（Ｃ）は、第
１の実施例における右回転時の変化後の画像を示す図である。
【図５】図５（Ａ）は、第１の実施例における拡大時の操作例を示す図であり、図５（Ｂ
）は、第１の実施例における拡大時のＯＳＤ画像を示す図であり、図５（Ｃ）は、第１の
実施例における拡大時の変化後の画像を示す図である。
【図６】図６（Ａ）は、第１の実施例における縮小時の操作例を示す図であり、図６（Ｂ
）は、第１の実施例における縮小時のＯＳＤ画像を示す図であり、図６（Ｃ）は、第１の
実施例における縮小時の変化後の画像を示す図である。
【図７】第２の実施例における投写状況を示す図である。
【図８】図８（Ａ）は、第２の実施例における右回転時の操作例を示す図であり、図８（
Ｂ）は、第２の実施例における右回転時のＯＳＤ画像を示す図であり、図８（Ｃ）は、第
２の実施例における右回転時の変化後の画像を示す図である。
【符号の説明】
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【００６７】
　１０　スクリーン、２０、３００～３０５、４００～４０２　画像、３０　ペンタブレ
ット、３２　マウス、３４、４１０　非ジェスチャー領域、３６、４２０　ジェスチャー
領域、３８　枠、４０、４１　ＵＳＢケーブル、５０　ＰＣ、１００　プロジェクター、
１１０　操作情報入力部、１２０　指示位置情報生成部、１３０　ジェスチャー判定部、
１４０　記憶部、１４２　画像データ、１４４　ジェスチャー判定データ、１５０　画像
情報入力部、１６０　画像生成部、１７０　制御部、１９０　投写部、２００　情報記憶
媒体、３２０～３２３　ソース画像、３４０～３４２　ＯＳＤ画像

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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